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ご挨拶
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㈱さくらリアルティ
代表取締役 井上 慶一

今月の特選物件

売却・購入のご相談・お問い合わせ ℡ 092-737-8588
担当：不動産ソリューション事業部 小林・大藏

物件名 ：愛宕南二丁目新築マンション

住 所 ：福岡市西区愛宕南2-9(以下未定)

土 地 ：781.36㎡（236.36坪）

建 物 ：RC造3階建

2026(R8)年3月新築

床面積 ：999.74㎡（302.42坪）

間取り ：10室(3LDK×10戸)

売却価格：664,000,000円（税込）

引渡時期：ご相談

利回り ：4.32％

不動産に関するあらゆる業務に豊富な経験とノウハウを持ち、
お客様のご相談に応じて、的確で総合的なアドバイスと具体
的な支援を行います。
さまざまなお客様のご相談に対して、遵法性を重視し、誠実
な姿勢で、大胆かつ勇気をもってご支援しています。日本経
済が大きく変遷していく中で、お客様の唯一無二のパート
ナーとしてこれからも誠実に、そして力強く、お客様の資産
価値の最大化をサポートして参ります。

我が社はお客様の大切な資産を守り育てるコンサルティングファームです。
創業以来、700億円を超える不動産取引、8000件を超える不動産ソリューショ
ン事業（鑑定評価、売買仲介、Ｍ＆Ａ、不動産証券化事業、不動産アドバイザ
リー事業）の実績を積み重ねてまいりました。
スタッフには、不動産鑑定士、不動産コンサルタント、ファイナンシャルプラン
ナーなど不動産サービスに特化したスタッフが揃っています。
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オーナー様限定情報です。
ご了承ください。
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賃貸管理コーナー

-2-

空室募集、空室対策、工事、売却・購入のご相談・お問い合わせ
℡ 092-737-8588 担当：長・小林

2026年繁忙期動向
変容する賃貸市場と「選別」の時代

2026年の賃貸市場の繁忙期は、これまでの「繁忙期＝誰もが動く時期」
という常識が通用しなくなっています。物価高による生活防衛意識と、首都
圏を中心とした家賃高騰。この二つの逆風が、市場の風景を大きく変えつつ
あります。今回は、これらの厳しい市場背景を整理し、これからどう入居付け
に向き合うべきかお伝えさせていただきます。

現在、多くの生活者が直面しているのは、食品や光熱費、そして輸送費の容赦ない上昇で
す。引っ越しに伴うコスト（敷金・礼金、手数料、家財の買い替え、そして引越し業者への
支払い）は、今や家計にとって極めて大きな負担となっています。

現状:以前なら「少し古くなったから」「気分転換に」と動いていた中間層が、今の家賃を維
持するために「更新」を選択し、ステイする傾向が強まっています。
影響:賃貸仲介における「一般個人客」の流動性が低下し、従来の集客手法だけでは顧
客からの反響獲得が難しくなっています。

１．「動かない」という選択：物価高がもたらした引っ越し控え

特に首都圏においては、家賃の上昇が一般的な会社員の給与上昇幅を大きく超えてしま
いました。これにより、都心の物件を借りられる層が明確に分断されています。

法人契約への依存:個人での契約が困難な金額帯が増えた結果、福利厚生の手厚い企
業の「法人契約」や、高所得層のパワーカップル、あるいは戦略的に住居費を捻出できる層
に借り手が限定されつつあります。
ミスマッチの発生:貸主が強気の賃料設定を維持する一方で、借主の支払能力が追いつ
かない「需要と供給のミスマッチ」が、一部の高級物件や新築物件で顕在化しています。

２．首都圏の家賃高騰：限定される「借り手」の肖像

このような「選別」の時代において、オーナーはただ物件を募集してもらうだけでは生き残れま
せん。今、顧客が求めているのは、単なる物件情報ではなく、 「安く借りる」ではなく「賢く住
む」という物価高という長期的なリスクを見据えた「生活設計のパートナー」としての視点です。

初期費用の緩和:敷金・礼金を無くすことや、フリーレントの導入など
タイパとコスパの追求:高い家賃を払う価値のある設備の導入（ネット無料、宅配BOX）

３．今後の入居付けに求められる「付加価値」とは

家賃高騰と物価高という二重苦の中で、顧客はかつてないほど「シビアな目」を持っています。 
その目に適う価値を提示できるか。ともに選ばれる物件づくりを行っていければと思います。

不動産鑑定士
CPM(米国不動産
経営管理士）
井上 慶一
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業界ニュース
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明渡し強制執行の現場で殺傷事件
～保証会社従業員が亡くなった事案～

2026年1月、東京都内において、建物明渡しの強制執行の現場で、保証会社の従業
員が居住者に刺され死亡する殺傷事件が発生しました。
本件は、家賃滞納等を理由とする明渡しについて、東京地方裁判所の執行官が現地で
手続きを行っていた際に起きたものです。

■明渡し強制執行の基本的な流れ（実務整理）
建物明渡しの強制執行は、典型的には以下のような流れで進められます。
① 明渡催告
執行官が現地を訪問し、期限を定めて退去を求めます。任意の明渡しを促す手続です。

② 明渡断行
催告期限を経過しても退去がなされない場合、執行官が強制的に建物を明け渡させま
す。鍵の開錠、室内への立入り、占有の排除が行われるのがこの段階です。

③ 動産の搬出・保管・廃棄
室内に残された動産については、執行官の指揮のもとで搬出され、一定期間の保管を
経て、引取りがなければ廃棄されます。

強制執行は裁判所が行う法的手続ですが、実際の現場は、居住者が生活の基盤を失う
という、緊張度の高いものです。
こちらのケースでは、保証会社の方が執行に立ち会っていたようですが、管理会社や弁護士、
オーナー自らが立ち会う場合もあります。
以下のような事情がある場合には特に注意が必要です。

・明渡しを強く拒否している
・精神的に不安定と見られる
・過去にトラブルや威嚇行為があった

現場には、執行官のほか、関係者として保証会社の従業員を含む関係者が立ち会っていま
したが、居住者が突如刃物で襲撃し、保証会社の従業員が死亡、執行官も負傷しました。

本件は、この強制執行の過程で居住者の強い抵抗が顕在化し、重大な暴力事件に
発展したものです。

■オーナーとして知っておきたいこと

明渡しの強制執行は、オーナーにとっても、関係者にとっても、決して容易な対応ではありま
せん。それでも、賃料不払いの入居者を退去させることは賃貸経営のために必要であり、適
切な手続きを踏み、関係者と連携しながら、向き合っていくことが求められます。
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相続相談コーナー
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各税制度の特例の利用には一定の条件があります。資産税に詳しい各専門家
（税理士・弁護士・鑑定士等）と連携してサポートしています。

【ご相談・お問い合わせ】オーナー様：相続＆不動産ご相談窓口
℡ 092-737-8588 担当：長

税理士法人Kollectスターズ
税理士  後藤 勇輝 氏

確定申告の必要性と申告方法
2月に入りますと、確定申告のシーズンとなります。近年では申告や納
税の方法も利便性が上がってきております。今回は、確定申告の必要の
ある方、期限、方法などについて見ていきます。

上記のほか、確定申告をすることによって、税額の還付が受けられる方は、申告の義務はあ
りませんが、1年間の税額精算をし、税額が戻ってきますので、しておく方が得になりますので
行っておきましょう。

振替納税ですと、4月下旬の振替ですので納税が慌ただしくならなくてすみます。

具体的な手続きは、事前に税理士・税務署にて詳細の確認をされて進めていただけるよう
お願いいたします。

給与所得のある方は、会社での年末調整によって所得税が精算されており、1年間の納
税はすべて完結しております。しかし、次のケースでは確定申告が必要となります。
・給与収入が年間2,000万円を超える方
・給与を1か所からもらってる方で、かつ、その給与は源泉徴収をされていて、給与所得、
退職所得以外の他の所得の合計額が20万円を超える方
・給与を2か所からもらっていて、かつ、その給与は源泉徴収をされていて、年末調整を
されなかった給与の収入金額と、給与所得、退職所得以外の他の所得の合計額が
20万円を超える方（所得金額により不要のケースもあります）
・ご自身の経営する会社から貸付利息収入や賃料などをもらっている方
・災害などで源泉徴収の猶予などを受けている方
・源泉徴収義務のないところから給与などをもらっている方
・退職金について税額を計算したら、源泉徴収された金額より多くなる方

【確定申告の必要があるケース】

所得税の確定申告の受付期間は、例年2月16日から3月15日までとされております。な
お、還付申告については、期間前からも受け付けております。
申告の方法は、スマホなどとマイナンバーカードを活用して、国税庁ホームページの確定申
告等作成コーナーから、申告書の作成、e-Taxによる電子送信も可能となっております。
納税については、次の納付方法があります。
１．振替納税 ２．ダイレクト納付 ３．ペイジー ４．クレジットカード納付
５．スマートアプリ納付 ６．QRコードによるコンビニ納付

【確定申告の期間と方法】
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ソリューションコーナー

「持ち続けるリスク」を回避！
出口戦略を検討すべき収益物件の特徴とは！？

賃貸経営は事業であり投資です。赤字では経営が成り立たないのは会社と同じで、そういっ
た視点で見ると、不動産投資は「入口・運営・出口」を考えて行う必要があります。『なんと
なく持ち続ける』ことが、将来の修繕リスクや資産価値の下落を招く恐れがあるため、適切な
タイミングで売却を行う必要があります。

1. はじめに：なぜ今「売却」を検討すべきなのか

「売却」は失敗ではなく、資産を最大化するための「前向きな決断」です。手元に残ったキャッ
シュを次の高利回り物件や、より管理負担の少ない資産へ振り向けることで、オーナーとして
のステージを一段上げることができますので、これを機に一度ご検討いただければと思います。

まず売却を検討するタイミングを3つお伝えいたします。

① 大規模修繕が迫っている、または修繕費が賃料を圧迫している
築20年〜30年を超えると、屋上防水や外壁塗装、配管交換など、キャッシュフローを大き
く削るコストが発生します。修繕費用をかけて賃料を維持するか、修繕前に売却して利益を
確定させるか、適切な判断が必要です。

② デッドクロス（元金返済額 ＞ 減価償却費）の発生
デッドクロスが発生していると、帳簿上の利益は出ているのに、手元の現金が増えない「黒字
倒産」状態に陥っている可能性がある時期となります。所得税が増税されるタイミングは、資
産の組み換え（売却）の絶好機とも言えるでしょう。

③ エリアの需給バランスの変化
近隣に競合の新築物件が増えたり、大学の移転や企業の撤退などで賃貸需要が構造的
に変化した場合は、今後の事業継続を検討する必要があります。それに伴って 「空室対
策」を行うこともありますが、対策に費用対効果が得られず、限界を感じ始めたら、それは出
口の合図となります。

2. 売却を検討すべき物件の「3つのシグナル」

3. 売却に向けてオーナーが実行すべき「3ステップ」
ステップ アクション内容 目的

Step 1: 査定と収支の再確認
複数の仲介会社に査定を依頼し、現在の
「市場価格」を把握する。 投資利回りと残債を照らし合わせる。

Step 2: 物件資料の整理
修繕履歴、入居状況、固定資産税通知書
などを即座に出せるようにする。

買い手（投資家）からの信頼を高め、成約
を早める。

Step 3: リーシングの強化 満室状態、または高稼働状態で売り出す。
収益物件は「収益性」で値付けされるため、
空室を埋めることが売値に直結する。

不動産鑑定士
CPM(米国不動産
経営管理士）
井上 慶一



マンスリーオリジナルＷＥＢサイト
リニューアルオープンしました！

家具・家電
生活備品の
購入・設置

入居者
募集から
契約まで

トラブル
クレーム
処理

退室時の
クリーニング

「サッとくらせるさくらす」のウィークリー・マンスリーはお預かりした物件に、家具・家電等の生活備品をセットし運営いたします。入居
者募集から、審査及び契約まで安心しておまかせいただけます。契約の際には必ず入居者の身分証明書をご提示頂いており、身分
証明のない方の利用はお断りさせていただいております。入居者様には緊急連絡者として基本的に親族を立てていただいております。
また居住中のトラブル一切の処理と退室のクリーニングまでもトータルでサポートしております。保険についても通常の入居者の加入
保険と同時に加入しますので、オーナー様にもご入居者様にもご安心いただけます！

810-0041 福岡県福岡市中央区大名2-4-22
株式会社さくらリアルティ
マンスリー事業部 担当：吉木、北村、安藤、住吉
URL  https://monthly-fukuoka.co.jp/
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会社紹介

●より良い賃貸経営へのご相談はこちら●
□空室について
□リフォームについて
□家賃滞納について
□賃貸管理について
□購入について

お気軽にご相談ください！

お問い合わせ先：さくらオーナー通信事務局
管理部： TEL:092-737-8588

□売却について
□土地活用について
□相続対策について
□保険について
□その他

【代表】 井上 慶一
【住所】 福岡市大名2丁目4番22号 新日本ビル5F
【TEL】 ０９２－７３７－８５８８
【FAX】 ０９２－７３７－８５２２
定休日   土日祝日
営業時間  9：00～17：00
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